
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりについて話し合いを進めています！ 

1 

【第 ４回 】  

令 和 ２年 ８月 ６日 （木 ）１９時  

場 所 ：大 泉 学 園 地 区 区 民 館  

議 題 ：昨 年 の活 動 の振 り返 り 

まちづくりの基 本 的 な考 え方 (案 )  

〔主な意⾒〕 

【第 ３回 】  

令 和 元 年 １０月 ２９日 （火 ）１９時  

場 所 ：大 泉 北 地 域 集 会 所  

議 題 ：住 宅 地 のまちづくりについて 

〔主な意⾒〕 
・これまで地域で培ってきたみどりや閑静な住

環境を⼤切にしたい。 
・⾝近に⼦供が利⽤しやすい公園があると良い。 
・ある程度は統⼀感のある街並みが良いと思う。 
・⾒通しが悪い交差点が多いため、隅切りを設

置してほしい。 
・ブロック塀は地震時に倒壊の危険性があるの

で無くしてほしい。 

・都市計画道路の⽤地買収が進んでおり、地域の交通環境が変わっていくなかで、
隅切りの確保や道路の拡幅なども早期に対応する必要がある。 

・⼀⽅通⾏の道路で速度を上げて通⾏する⾃動⾞があり危険である。 
・⼦どもを乗せている⾃転⾞にとって、電柱が⽀障となる。 

大泉町三丁目 

補助 233 号線沿道周辺地区では、令和元年７⽉にまちづくり協議会を設⽴し、
⼤江⼾線の延伸と補助 233 号線の整備を⾒据えたまちづくりについて検討を進め
ています。 

今年に⼊り、新型コロナウイルス感染拡⼤に伴い、まちづくり協議会の活動を⾃
粛していましたが、８⽉よりまちづくり協議会を再開しました。 

引き続き、より良いまちの実現を⽬指して検討を進めていきます。 

 

令和 2 (2020)年 

11 月 

まちづくり協 議 会 の開 催 状 況 をお知 らせします  

大泉学園町 
八丁目 

大泉中央公園 

大泉 
学園町 
七丁目 

補 

助 

233 

号 

線 

大泉学園町 
四丁目 

まちづくりの検討区域 

再 開  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

まちづくり協議会において、補助 233
号線沿道周辺地区におけるまちづくり
に関する提案をとりまとめる予定です。 

練⾺区は、まちづくり協議会からの提
案を踏まえ、地域の皆さまの意⾒を聞き
ながら、まちづくり計画を策定します。 

 

第１回 
〜 

第５回 

・地域の現状や課題 
・補助 233・230 号線 

など沿道のまちづくり 
・住宅地のまちづくり 

など 
 
・まちの将来像と⽅針等

の検討 など 

今 後 のスケジュール  

【第 ５回 】  

令 和 ２年 ９月 ２３日 （水 ）１９時       場 所 ：大 泉 学 園 地 区 区 民 館  

議 題 ：越 後 山 通 り及 び別 荘 橋 通 り沿 道 のまちづくりについて 

都 市 計 画 道 路 整 備 とあわせた沿 道 活 用 のアイデアについて  

〔主な意⾒〕 
・これから整備する補助 233 号線等の沿道に賑わ

いを創出し、越後⼭通り沿道は現状を維持してい
くことで良い。 

・補助 230 号線が整備されると別荘橋通りの交通
量の減少が予測されるため、⾞で利⽤する店舗等
ではなく、地域の⼈々が利⽤する店舗等が⽴地し
ていく⽅が良い。 

・補助 233 号線の整備とあわせて、現在、地域で 
⾏っているイベントを、道路や沿道を活⽤して⾏えると良いと思う。 

・補助 233 号線は地域に住む⼈々が安全で快適に利⽤できる道路としてほしい。 

まちづくり協議会 

 

〒176-8501 練⾺区豊⽟北六丁⽬ 12 番 1 号 
練⾺区 都市整備部 ⼤江⼾線延伸推進課 
⼤江⼾線延伸推進担当係 

電話︓03-5984-1459 
FAX︓03-5984-1226 
E-mail:ENSHIN@city.nerima.tokyo.jp 

提案のとりまとめ 

第６回 
以降 

まちづくり協議会での話し合い
の結果やまちづくりの検討状況に
ついては、「まちづくりだより」等
を通じて、地域の皆さまにお知らせ
します。 

練⾺区によるまちづくり計画の策定 

まちづくり手法の検討 

住⺠説明会

引 き続 き、皆 さまのご理 解 ・ご協 力 をよろしくお願 いいたします。  

住⺠説明会 

２ 

まちづくりだよりやまちづくり協議会に関するお問合せは下記担当までお気軽にお寄せください 

※まちづくり協議会は傍聴できますので次回の開催日については担当までお問い合わせください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
感染対策を施したうえで討議
を⾏っています。 


